
第４ 推進体制  

 

葛城市行財政集中改革プランに基づき、自立するまちづくりをめざして、 

推進体制を整備し、強力に改革を推し進めていきます。  

 

（１）市民とともに改革する推進体制  

市ホームページや広報などを利用し、市民に広く情報を公開し、市民代 

表や議会代表、学識経験者で構成する「葛城市行政改革推進委員会」にお 

いて市民の声を改革に反映しながら、市民とともに改革を推進します。  

 

（２）庁内での改革を推進する体制  

市長を本部長とする「葛城市行政改革推進本部」を継続し、改革を強力 

に推進いたします。  

また、行政改革推進本部には課題等の検討機関として、職員で構成する 

プロジェクトチームを継続設置していくとともに、市の課題等の実践を進 

めるために課や係の対応だけでなく、庁内横断的に全庁的に取り組んでい 

くものといたします。  

なお、個々の推進項目について、現状と課題、改革の具体的内容、年度 

別計画などを明らかにし、毎年、進捗状況や事務事業の評価を行い、必要 

に応じてプランの見直しなど適切な進行管理に努め、市民に公表していく 

ことといたします。  

 

① 市長の諮問機関である行政改革推進委員会 

 

② 市長を本部長とする行政改革推進本部 

 

③ 職員レベルの行政改革推進プロジェクトチーム  

 

 

 

 




